
令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）交付要綱 

 

                         令和５年 月  日付５保医保健第５７号 

 

 

（通則） 

１ 新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）については、予算の範

囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）及び東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の規定によるほか、この

交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ 本補助金は、新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業実施要綱（令和３年３月７日

付２福保保健第１１３１号。以下「実施要綱」という。）に基づき、東京都（以下「都」という。）が新

型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用し、民間団体が行う新型コロナウイルス

感染症による自殺リスクの高まりに対応した自殺防止対策について予算の範囲内で財政的支援を行う

ことにより、自殺を未然に防ぐことを目的とする。 

 

（交付の対象事業） 

３ 本補助金は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までに、都が適切と認める法人格を有する

団体等（以下「補助事業者」という。）が実施する、新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対

策事業を対象とする。  

対象となる事業内容、対象経費、補助率及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、他の機関から

委託、助成又は補助を受け実施する事業、全部又は主要な部分を第三者に委託し実施する事業、第三者

に資金を交付することを目的とした事業、備品購入費が大部分を占める事業並びに宗教活動や政治活

動を主たる目的とする団体及び暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体が行う事業については、こ

の補助金の対象としない。 

また、団体の管理運営経費のうち経常的なものについては、対象経費から除くものとする。 

 

（暴力団の排除） 

４ 次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。 

（１）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条例」という。） 

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 

（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関 

係者をいう。以下同じ。）に該当する者があるもの 

 

（交付額の算定方法） 

５ 本補助金の交付額は、次の（１）及び（２）により算出された額とする。ただし、算定された額に１，

０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）別表第１欄に定める事業ごとに、当該事業の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額、

第２欄に定める基準額、第３欄に定める対象経費の実支出額を比較して最も少ない額（選定額）に

（案） 



第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付基礎額とする。 

なお、対象経費の積算に当たっては、別紙の基準によること。 

（２）（１）により算出された事業ごとの交付基礎額の合計と第５欄に定める補助限度額を比較して少

ない方の額を交付額とする。 

（３）実施する事業に複数の事業が含まれる場合には、事業ごとに実施経費を分割しそれぞれの事業の

補助率を適用し、それぞれの事業として申請すること。 

 

（申請手続） 

６ 本補助金の交付の申請は、別記第１号様式、別記第５号様式及び別記第６号様式に関係書類を添付

して、別に定める期日までに東京都知事（以下「知事」という。）に提出して行うものとする。 

 

（変更申請手続） 

７ 本補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、

別記第２号様式に関係書類を添えて、速やかに知事に提出して行うものとする。 

 

（交付決定及び通知） 

８ 知事は、６又は７の規定による補助金の交付の申請があったときは、交付申請書及び関係書類の審

査並びに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは１０に掲げる事項を条件に補助金の交

付の決定をするものとし、その決定の内容を申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

９ 補助事業者は、補助金交付決定通知書に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対

して不服があり、補助金の交付申請を取り下げるときは、交付決定の通知を受けた日から１４日以内

に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。また、交付決定前に申請を取り下げると

きも同様とする。 

 

（交付の条件） 

１０ 本補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業に要する経費の配分の変更をする場合（軽微な変更を除く。）は、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

（２）事業内容を変更する場合（軽微な変更を除く。）は、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理

由及び状況を書面により知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の 

財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５

５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の

承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

し又は廃棄してはならない。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は 

一部を都に納付させることがある。 

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理 



者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

（８）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費 

税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、別記第４号様

式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月１５日までに知事に報

告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の

申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、交付金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を都に 

返還しなければならない。 

（９）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理

し、当該帳簿及び証拠書類を補助額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、そ

の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業に

より取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過

後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働

大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（１０）知事は、この交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき

は、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付

した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分について

は、この限りでない。 

（１１）補助事業者は、知事の求めがあったときは、補助事業の遂行の状況を書面により報告しなけれ

ばならない。 

（１２）補助事業の遂行命令等 

ア 知事は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第

２項の規定による調査等により、補助事業がこの交付の決定の内容又はこれに付した条件に従

って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行

すべきことを命ずることができる。 

イ 補助事業者がアの命令に違反したときは、知事は、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停

止を命ずることができる。 

ウ 前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命じられた場合において、補助事業者が当該

補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日まで

にとらないときは、知事は、１５の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

すことができる。 

 

（補助金の概算払） 

１１ 都は、原則として支払うべき額を確定した後、補助事業者が提出する精算払請求書に基づいて支

払を行う。ただし、補助事業者（公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団

体に限る。）が概算払による支払を希望する場合は、都は、補助事業者の資力、補助事業の内容及び事

務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認められる場合にのみ、概算払をすることができる。 

なお、この場合であっても工事費及び備品購入費については、概算払の対象としない。 

 

（実績報告） 



１２ 本補助金の実績報告は、事業が完了した日から起算して１か月を経過した日（１０ の（３）によ

り事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から起算して１か月を

経過した日）又は事業の完了した日の属する年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日までに、別記第

３号様式による報告書に関係書類を添えて、知事に提出して行わなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

１３ 知事は、１２の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

 

（是正のための措置） 

１４ 知事は、１３の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させる

ための処置をとることを命ずることができる。 

 

（決定の取消し） 

１５ 本補助金について、次の（１）から（３）までのいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことがある。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。 

なお、この規定は１３の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用がある

ものとする。 

  また、取消しをした場合は、８の規定を準用して、通知する。 

 

（補助金の返還） 

１６ 知事は、補助事業者が、次の（１）及び（２）のいずれかに該当する場合は、期限を定めて補助金

の返還を命ずるものとする。 

（１）１０（１０）又は１５の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に

係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。 

（２）１３の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているとき。 

 

（違約加算金） 

１７ 知事が、１５の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補

助金の返還を命じたときは、補助事業者に、当該命令に係る補助金の受領の日（補助金が２回以上に分

けて交付されている場合においては、返還を命じた額に相当する補助金は、最終の受領の日に受領した

ものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達す

るまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。）から納付の日までの日数に

応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を

控除した額）につき年１０.９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）

を納付しなければならない。 



  なお、違約加算金の納付を命じられた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられ

た補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものと

する。 

 

（延滞金） 

１８ 知事が、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納付期日ま

でに納付しなかったときは、補助事業者は、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納

付額につき年１０.９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しな

ければならない。 

  なお、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期

間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（他の補助金の一時停止等） 

１９ 補助金の返還を命じられた補助事業者が当該補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部

を納付しない場合において、補助事業者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等が

あるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するも

のとする。 

 

（その他） 

２０ 特別の事情により５に定める算定方法及び交付手続によることができない場合には、あらかじめ

知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 

（立入調査等）  

２１ 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して

報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若

しくは関係者に質問させることができる。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和５年 月  日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

 

  



（別表） 

１ 事業種目及び内容 

２ 

基

準

額 
３ 対象経費 

４ 

補助率 

５  

補

助

限

度

額 

新型コロナウイルス感染症による経済活動や社会生活への

影響から、自殺の要因となりかねない経済、雇用、暮らしや

健康問題等の悪化による自殺リスクの高まりを踏まえ、自

殺を未然に防ぐことを目的に実施する次の（１）から（５）

までの取組 

（１）対面相談事業 

〔事業内容〕自殺に関する悩みを抱える者等に対して、相談会の

開催や相談窓口を設置し、経済・生活問題、労働問題、健康問

題、家庭問題、孤立等、自殺の背景・原因となる様々な要因に

ついて、専門家等が必要に応じて連携を図りながら相談支援を

実施する。 

知

事

が

必

要

と

認

め

た

額 

事業の実施に必

要な次に掲げる

経費 

 

給料、職員手当

等、報酬、報償費

、旅費、需用費、

役務費、委託料、

使用料、賃借料、

工事費（相談に

必要な電話回線

の工事に伴うも

のに限る。）、備

品購入費及び負

担金及補助金 

新型コロナウイルス感染

症の影響を踏まえて実施

する自殺防止対策事業に

ついて、次のアからウの

とおりとする。 

 

ア （１）対面相談事業、

（２）電話・ＳＮＳ相談事

業、（３）人材養成事業、

（４）普及啓発事業、（５

）自死遺族・自殺未遂者支

援事業に該当する事業に

ついて、新規で事業を実

施するにあたり生じる経

費（10分の10） 

 

イ 本要綱の適用日以前

から実施する、（１）対面

相談事業、（２）電話・Ｓ

ＮＳ相談事業について、

事業効果の向上を図るた

めに、事業を拡充して実

施するにあたり、当該拡

充分に相当する経費（10

分の10） 

 

ウ 本要綱の適用日以前

から実施している、（１

）対面相談事業、（２）

電話・ＳＮＳ相談事業に

ついて、ア及びイに該当

しない経費（4分の3） 

１

団

体

に

つ

き

５

０

０

万

円 

 （２）電話・ＳＮＳ相談事業 

〔事業内容〕自殺に関する悩みを抱える者等に対して、電話やＳ

ＮＳ等の相談窓口を設置し、経済・生活問題、労働問題、健康

問題、家庭問題、孤立等自殺の背景・原因となる様々な要因に

ついて、専門家等が必要に応じて連携を図りながら相談支援を

実施する。 

（３）人材養成事業 

〔事業内容〕関係行政機関等や民間団体等の相談担当者、公衆衛

生や精神保健、福祉等の専門家など、自殺対策に携わる人材の

養成のほか、自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図

るため、民間企業等の管理職等、かかりつけ医や学校教職員等

、民生委員や児童委員、地域住民に対して、包括的な生きる支

援としての自殺対策の重要性に関する理解を持ち、自殺の危

険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて

専門家につなぎ、見守る、「ゲートキーパー」の役割を担う人

材等を養成する。 

また、これら地域の人的資源の連携を調整し、包括的な支

援の仕組みを構築する役割を担う人材を養成する。 

（※ 定期開催の養成研修は除く。） 

（４）普及啓発事業 

〔事業内容〕生きることの包括的な支援としての自殺対策の重

要性に関する国民の理解が深まるよう、自殺や自殺関連事象

に対する正しい知識を普及啓発する。 

 （※ 例年開催している講演会、イベント等は除く。） 



 

（注１）個人に金銭給付（これに準ずるものを含む。）を行い、又は個人負担を直接的に軽減する事業は、新

型コロナウイルス感染症に対応した本事業の補助対象とはならない。 

（注２）会議等の開催に係る事業について 

会議での議論等が事業の実施に不可欠な場合は補助対象とするが、会議の運営経費のみの場合は補助対

象とならない。 

（注３）（１）対面相談事業、（２）電話・SNS 相談事業の両方またはいずれかを新規・または拡充して実施す

る際は補助限度額を 10,000,000 円とする。 

（注４）（３）人材養成事業、（４）普及啓発事業、（５）自死遺族・自殺未遂者支援事業について、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を踏まえて新規で事業を実施するにあたり生じる経費は、令和５年度新型コロナ

ウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）にて申請を行い、補助率 10 分の 10

とし、その他の経費については東京都地域自殺対策強化補助事業にて申請を行い、補助率は２分の１（ゲ

ートキーパーの養成に係る事業及び自殺未遂者支援事業については補助率３分の２）とする。 

  

（５）自死遺族・自殺未遂者支援事業 

〔事業内容〕自殺で親族等を亡くした遺族等に対して、遺族等の

自助グループ等の地域における活動支援や遺族等への相談支

援や自死遺児への支援を実施する。 

また、自殺者のうち約２割が自殺未遂経験者であることを

踏まえ、このような方々が再度自殺を企図することを防止す

るために、地域において自殺未遂者への支援を実施する。 

 



（別紙） 

対象経費支払基準 

 

１ 対象経費は、合理的かつ申請事業の実施に当たり、直接必要な経費を対象とする。 

２ 事業の実施内容（回数・スタッフの数等）や単価、必要経費を算出するに当たっては、対象者の想定

数やこれまでの実績等を十分に勘案して適正なものとすること。 

３ 団体が定める支給規程（基準）と【基準限度額】を比較して、低い方の額を支払額とする。 

４ 申請等に当たり団体が用いた単価や必要経費については、審査の上、必要と認めた額とする場合が

ある。 

 

（１）報償費 

事業の実施に協力した者等に支払う経費 

（例）自殺対策に係る講演会、講習会及び事業実施に資する検討会等の講師等の謝礼金等 

※ 団体構成員（職員）に対する報償費は対象とはならない。 

【基準限度額】 

○講師謝金 

一般基準 

区分 １時間当たり支払額（税込） 

大学教授、官公庁局部長級、民間企業役員、著名

民間専門家、著名ジャーナリスト、弁護士等 a、

公認会計士 a 

１３，７００円 

大学准教授、短大・高専教授、高校校長、官公庁

課長級、民間企業上級管理者層、民間専門家、ジ

ャーナリスト、弁護士等 b、公認会計士 b 

１２，２００円 

大学講師、短大・高専准教授、高校教頭、官公庁

課長補佐級、民間企業管理者層 
１０，５００円 

大学助教・助手、短大講師・助教・助手、高専講

師、助教・助手、高校教諭、官公庁係長級、官公

庁職員、民間企業監督者層、民間企業職員 

９，５００円 

特別基準 

１ 一般基準による額では不適当であると認め

られる者、又はその額では講義等を依頼する

ことが困難であると認められる者 

適当又は必要と認められる

額。ただし、１００，０００円

を限度とする。 

２ 都内区市町村職員（首長、副区市町村長又は

教育長の職にある者を除く。） 

一般基準の該当区分支払額

の５割相当額とする。 

※ 弁護士等とは、弁護士、裁判官及び検察官をいう。 

※ 弁護士等、公認会計士のａは、資格取得後おおむね１５年以上の経験者、ｂは、それ以外の 

者とする。 

※ 受講者（実績）が１５０人以上４００人未満の場合は５０％、４００人以上の場合は１００％

の割増しを行うものとする。 

※ 特別基準を適用する場合、当該基準を適用する理由書を提出すること。 



○原稿執筆謝金 ２００字詰原稿用紙１枚につき、以下の金額とする。 

分類 区 分 原稿料額 

一

般

基

準 

外

部 

Ａ 

大学教授、評論家、専門研究者、民間企業役員、ジャ

ーナリスト、作家、弁護士、公認会計士、官公庁局・

部長級 

１，８００円 

Ｂ 
大学助教授・准教授、大学講師、民間企業管理者、官

公庁課長級 
１，５００円 

Ｃ 大学助教・助手、民間企業係長級、官公庁課長補佐級 １，３５０円 

内

部 

Ａ 民間団体（実施団体）管理者 ５１０円 

Ｂ 上記以外の民間団体（実施団体）職員 ４５０円 

特

別

基

準 

Ａ 

１ 一般基準による額では不適当と認められる者、又はそ

の額では原稿を依頼することが著しく困難であると認

められる者 

一般基準に定める

額の２倍を限度と

する額 

Ｂ 

１ 既に発表された原稿を転載又は再掲載するに際し、校

訂を依頼する場合 

２ 講演等の内容や記録を掲載するに際し、講師に原稿の

校訂を依頼する場合 

一般基準に定める

額の３分の１を限

度とする額 

   ※ 執筆者の職が区分の例示に適合しない場合は、直近の区分の額を適用する。 

※ 実施団体の構成員であっても、臨時若しくは非常勤の職にある又は無報酬・無給の場合は、 

外部（Ａ～Ｃ）の額を適用する。 

   ※ 原稿料の支払に当たっては、一人当たりの支払金額の合計に１００円未満の端数がある場合

は、これを１００円として切り上げて支払うものとする。 

 

（２）賃金 

事業の実施に必要な一時的な労働の対価として支払う金銭 

（例）自殺対策に携わる人材養成のための研修会・シンポジウム等開催における臨時スタッフに係る

人件費 

※ 団体構成員（職員）に対する賃金は対象とはならない。 

【基準限度額】 

日給（実働７.７５時間） ８，７６０円 

時給（１時間当たり）  １，１３０円 

 

（３）報酬 

事業の実施に必要な非常勤職員の人件費 

（例）自殺対策に係る対面相談等の実施における人件費 

※ 団体構成員（職員）に対する報酬は対象とはならない。 

【基準限度額】 

区分 時給（１時間当たり） 

医師 ２，９５０円 

弁護士 ２，７３０円 

専門相談員（精神保健福祉士等） ２，１８０円 

相談員 １，８１０円 



 ※ただし、１８時以降に業務を行う場合は２５％、２２時以降に業務を行う場合は５０％を加算した

額 

 

（４）社会保険料等 

非常勤職員を雇用した場合の雇用保険料等 

 

（５）旅費 

事業の実施に必要な交通費や宿泊費等 

（例）自殺対策に携わる人材養成のための研修会・シンポジウム開催に伴う講師等の旅費 

※ 団体構成員（職員）が会議、研修、視察等に参加するための旅費、研修としての実態が薄い又は

伴わないものは対象とならない。 

※ 団体の構成員が都外開催の研修に参加する場合は、本事業の実施に当たり真に必要なものに限

る。 

【基準限度額】 

 ・交通費 目的地まで合理的な経路で公共交通機関を利用した場合の実費額 

※ 自家用車利用の場合、路程１キロメートル当たり３７円（自家用車の購入費用、改造費用、ガ

ソリン代、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検・修理代、交通反則金等の諸費用は

対象外とする。） 

・宿泊費   １泊につき １５，０００円 

 ・旅行雑費  １日につき  １，１００円 

※ 旅行雑費は、団体の支給規程（基準）に定められていない場合は対象とならない。 

 

（６）需用費 

事業の実施に必要な各種事務用紙、文房具、事業用燃料代、その他の消耗品の代価及び備品に付随す

る部品等の代価、各種文書、報告書、その他資料等の印刷代、製本代及び研修や打合せ等における講師

等の飲料代 

（例）コピー用紙・筆記用具、ガソリン代、材料費、研修会・シンポジウム等のポスター・チラシ、

教材、活動記録などをまとめた成果物 

※ 団体が定期的に発行している会報は対象とならない。 

※ 食事代は原則として対象とはならない。ただし、支援対象者等に提供する茶菓子等については、

社会通念上妥当であると認められる必要最低限の範囲で、事業実施の必要性により個別に判断す

る。 

 

（７）役務費 

事業実施に必要な郵便料、運搬料、電信電話料、新聞、雑誌等による広告、宣伝を行う費用、銀行振

込手数料、筆耕料、速記料等 

 ※ 団体の活動の宣伝に係る費用や、他団体等への情報提供・情報交換に係る経費は対象とならな

い。 

 

（８）使用料及賃借料 

事業の実施に必要な会場借料、車両等の借り上げ、駐車料等。ただし、事業の実施に必要な最小限の

期間に限る。 

（例）自殺予防のためのシンポジウム・研修等に使用する会場料、活動上一時的に使用する車両のレン

タル代やその駐車料金 

※ 団体の活動事務を行う事務所の賃料は対象とはならない。 

 

（９）工事費 

事業の実施に必要不可欠な施設等の改修等に要する工事費 

※ 事務所の整備費や家屋の建設費等は対象とはならない。 

※ 工事費は、「（１）対面相談事業」、「（２）電話・ＳＮＳ相談事業」に係る電話回線の工事に伴う

工事に限る。 



【基準限度額】 

  ・１団体につき  １５０万円 

 

（10）備品購入費 

１件当たり１０万円以上のもので、事業の実施に必要不可欠な器具機械類等の購入費。パソコン等、

電気通信機器で汎用性の高いものは原則として対象としない。 

【基準限度額】 

 ・１団体につき  １００万円 

 

（11） 負担金 

自殺対策に係る外部の専門研修等に参加し、かつ研修の成果を応募した事業において活用する場合

の参加費 

※ 研修報告書の回覧等は活用とはみなさない。 

※ 参加する研修が東京都外で開催されるものは本事業の実施に当たり、真に必要なものに限る。 

 



1 

 

（元号）  年 月 日  

 

 東京都知事 殿 

 

                   所 在 地 

                   法人等名 

                   役職・代表者名          印 

 

 

令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金 

（民間事業者）の交付申請について 

 

 

標記について、次のとおり補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 申請額    金          円 

 

２ 団体概要（別記第 1号の１様式） 

 

３ 所要額調（別記第 1号の２様式） 

 

４ 事業計画（別記第 1号の３様式） 

 

５ 所要額内訳（別記第 1号の４様式） 

 

６ 添付書類 

 （１）定款 

 （２）経費の積算根拠となる書類の写し 

 （３）その他参考となる資料 

別記第１号様式 



（注１）主たる担当者が不在の場合でも、補助者等が都からの問い合わせに対応できる体制をとること。

わせて任意団体の設立年月日を〔　〕に記入すること。

〒
氏名　

TEL

FAX

　  担当者
※事業内容に精
通しており、平
日は毎日対応が
可能な連絡先を
記入すること。 緊急連絡先

メール

（注２）法人を設立する前に、前身団体に任意団体としての活動実績がある法人は、法人設立年月日と、

法人設立年月日
〔任意団体設立〕

昭和・平成・令和　　年　　月　　日
〔昭和・平成・令和　　年　　月　　日〕　　※定款・登記簿を確認のこと。

団　体　概　要

団体の概要

団体名
（法人の種類）

代表者
職氏名

※芸名は不可

所在地
※登記上の所在地

代表電話番号

別記第１号の１様式

１／２



団体の活動内容

※貴団体が取り組
んでいる自殺防止
対策に関する活動
について、直近１
年間以上の活動を
客観的な事実によ
り記入すること。

２／２



団体名

Ｇ

（１）①対面相談事
業（新規・拡充分）

円 円 0 円 円 円 0 円 10/10 0 円

（１）②対面相談事
業（その他）

円 円 0 円 円 円 0 円 3/4 0 円

（２）①電話・ＳＮ
Ｓ相談事業（新規・
拡充分）

円 円 0 円 円 円 0 円 10/10 0 円

（２）②電話・ＳＮ
Ｓ相談事業（その
他）

円 円 0 円 円 円 0 円 3/4 0 円

（３）人材養成事業 円 円 0 円 円 円 0 円   / 0 円

（４）普及啓発事業 円 円 0 円 円 円 0 円   / 0 円

（５）自死遺族・
自殺未遂者支援事業

円 円 0 円 円 円 0 円   / 0 円

計 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 - 0 円 円 0 円

　（注１）交付要綱別添1第1欄の事業ごとに記入すること。

　（注２）「交付基礎額」H欄には、「選定額」F欄に、「補助率」G欄を乗じて1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。

　（注３）「補助限度額」I欄について、（１）①対面相談事業（新規・拡充分）（２）①電話・SNS相談事業（新規・拡充分）の両方またはいずれかを実施する際は
10,000,000円、それ以外の事業を実施する際は、5,000,000円と記載すること。

Ｂ

交付所要額
（Ｈ、Iのいず

れか
少ない額）

選定額
（Ｃ、Ｄ、Ｅの
いずれか少ない

額）

交付基礎額

（Ｆ×Ｇ）ＨＦ

差引額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

対象経費の
支出予定額

Ｄ

所　要　額　調

事業名
総事業費

Ａ

寄附金その他
の収入額

基準額

Ｅ

補助率

Ｊ

補助限度額

Ｉ

別記第１号の２様式



1

2

3

[ ]

[ ]

[ ]

備
考
欄

別記第１号の３様式

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響を踏まえた自
殺防止対策

団体名

補助事業名 令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）

実施年度 令和５ 年度 新規・継続の別

事業計画

事業の内容

基本／
重点施策

施策内容

事業スケ
ジュール

基本／
重点施策

施策内容

施策内容

補助事業メニュー

目標値

政策パッケージ
の分類

（複数該当する
場合は予算配分
が多い順）

指標名

評
価

1

基本／
重点施策

「その他」
選択の場合
具体的に記載

「その他」
選択の場合
具体的に記載

2

指標名

目標値

目標値

「その他」
選択の場合
具体的に記載

3

指標名



（注１）積算内訳については、具体的に記載すること。（例）：単価×数量×消費税＝所要金額

（注２）必要に応じて、行を追加及び削除すること。

（注３）積算においては、交付要綱別添２に定める基準限度額、もしくは団体の規定する単価のいずれか低い

単価を用いること。

（注４）次の経費区分については、それぞれ下記の額を限度としているので、注意すること。

　　工事費：１団体につき１５０万円／備品購入費：１団体につき１００万円

（３） （４） （５）

10分の10

４分の３

0 円

0 円

0 円

0

対象経費の
所要見込額
（円）

報酬

積算内訳
※具体的に記載すること。（例）：使途　単価×数量×消費税

所要金額積算項目・計算式等

経費区分

所　要　額　内　訳

団体名

補助率
事業種目（該当の種目を囲

む）
事業名

（１） （２）

賃金

報償費

旅費

需用費

役務費

円

補助率（C）

補助所要額
（A-B)×（C）　※千円未満端数

切捨て

円

合計（A）

0 円

使用料及賃貸料

工事費

備品購入費

負担金

寄附金その他の収
入額(B)

0

0

円

円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0

別記第１号の４様式



1 

別記第２号様式 

 

（元号）  年  月  日  

 

東京都知事 殿 

所 在 地 

                          法人等名 

                          役職・代表者名            印 

 

 

令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金 

（民間事業者）の変更交付申請について 

 

 

 （元号）  年  月  日  保医保健第   号をもって交付決定を受けた標記補助金について

は、次のとおり交付額を変更して交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

１ 今回追加交付（一部取消）申請額     金          円 

 
既交付 

決定額(A) 

変更後交付金 

所要額(B) 

今回追加交付（一部

取消）申請額(B)-(A) 

令和５年度新型コロナウ

イルス感染症に対応した

自殺防止対策事業補助金

（民間事業者） 

円 円 円 

 

２ 変更理由 

 

 

 

 

 

３ 添付書類（交付申請時の申請内容と変更した箇所に下線を引くこと。） 

（１）所要額調（別記第１号の２様式） 

（２）事業計画（別記第１号の３様式） 

（３）所要額内訳（別記第１号の４様式） 



1 

 

（元号）  年  月  日  

 

 

 東京都知事 殿 

 

                 所 在 地 

                    法人等名 

                    役職・代表者名             印 

 

 

令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金 

（民間事業者）の実績報告について 

 

 

 

 （元号）  年  月  日付  保医保健第    号により交付決定された令和５年度新型コロ

ナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）に係る事業実績について、次の関

係書類を添えて報告します。 

 

 

１ 精算金額    金          円 

 

２ 令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）補助金実

績報告兼精算書（別記第３号の１様式） 

 

３ 事業実施報告（様式３－２） 

 

４ 経費支出済額明細（様式３－３） 

 

５ 添付書類 

 （１）経費の積算根拠となる書類 

 （２）その他参考となる書類 

 

 

別記第３号様式 



団体名

Ｇ

（１）①対面相
談事業（新規・
拡充分）

円 円 0 円 円 円 0 円 10/10 0 円

（１）②対面相
談事業（その
他）

円 円 0 円 円 円 0 円 3/4 0 円

（２）①電話・
ＳＮＳ相談事業
（新規・拡充
分）

円 円 0 円 円 円 0 円 10/10 0 円

（２）②電話・
ＳＮＳ相談事業
（その他）

円 円 0 円 円 円 0 円 3/4 0 円

（３）人材養成
事業

円 円 0 円 円 円 0 円 / 0 円

（４）普及啓発
事業

円 円 0 円 円 円 0 円 / 0 円

（５）自死遺
族・自殺未遂者
支援事業

円 円 0 円 円 円 0 円 / 0 円

計 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 - 0 円 円 0 円 0 円 0 円

（注）
１　交付要綱別添1第1欄の事業ごとに記入すること。
２　「交付基礎額」H欄には、「選定額」F欄に、「補助率」G欄を乗じて1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。
３　「交付決定額」H欄には、東京都から交付決定を受けた金額を記入すること。
４　「受入済額」K欄には、0円と記入すること。
５　「差引過不足額」L欄には、「受入済額」K欄と「交付額」J欄との差額を記入すること（△マイナス額を記入すること。）。

補助率

令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金実績報告兼精算書

総事業費

Ａ

寄付金その
他

の収入額

Ｂ

事業名
受入済額

Ｋ

差引
過不足額

Ｋ－Ｊ＝Ｌ

交付基礎額

交付額
（G、Hの
いずれか
少ない
額）

Ｊ（Ｆ×Ｇ）Ｈ

交付決定額

Ｉ

選定額
（C、D、Eの
いずれか少
ない額）

Ｆ

差引額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

対象経費の
支出額

Ｄ

基準額

Ｅ

別記第３号の１様式



1

2

3

[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]

備
考
欄

上記指標以外
にみられた効

果

３段階評価が（３）
の場合、不十分だっ
た理由と改善点を記

載

「その他」
選択の場合
具体的に記載

３段階評価

3

指標名

実績値

2

指標名

目標値

目標値

「その他」
選択の場合
具体的に記載

「その他」
選択の場合
具体的に記載

実績値

実績値

施策内容

施策内容

補助事業メニュー

政策パッケージ
の分類

（複数該当する
場合は予算配分
が多い順）

指標名

評
価

1

基本／
重点施策

事業の内容

基本／
重点施策

施策内容

実施スケ
ジュール

基本／
重点施策

目標値

別記第３号の２様式

新型コロナウ
イルス感染症
の影響を踏ま
えた自殺防止
対策

団体名

補助事業名 令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）

実施年度 令和５ 年度 新規・継続の別

事業実施報告



（注１）積算内訳については、具体的に記載すること。（例）：単価×数量×消費税＝所要金額

（注２）必要に応じて、行を追加及び削除すること。

（注３）積算においては、交付要綱別添２に定める基準限度額、又は団体の規定する単価のいずれか

低い単価を用いること。

（注４）次の経費区分については、それぞれ下記の額を限度としているので、注意すること。
工事費：１団体につき１５０万円／備品購入費：１団体につき１００万円

10分の10（１） （２）

（５）

負担金 0 円

工事費 0 円

備品購入費 0 円

合計（A） 0 円

寄付金その他の収
入額(B)

円

補助率（C）

補助所要額
（A-B)×（C）　※千円未満端数

切捨て
0 円

円

役務費 0 円

使用料・賃貸料 0 円

（３） （４）

需用費 0 円

積算内訳
※具体的に記載すること。（例）：使途　単価×数量×消費税

積算項目・計算式等 所要金額

旅費 0 円

報償費 0

４分の３

経費区分
支出済額
（円）

経費支出済額明細

団体名

事業名
事業種目（該当の種目を囲

む）
補助率

賃金 0 円

報酬 0 円

別記第３号の３様式



 

                                                 番          号 

                                                （元号）  年  月  日 

 

  東京都知事 殿 

所 在 地 

                      法人等名 

                      役職・代表者名           印 

 

 

令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金 

（民間事業者）における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

 

 

  （元号） 年 月 日付  保医保健第  号で交付の決定（又は変更決定）を受けた補助金に係る

消費税及び地方交付税に係る仕入控除額については、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）交付要綱

１３の規定による補助金の確定額 

（（元号） 年 月 日付 保医保健第   号による補助確定額）                             

   

金                円 

 

 

２  消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕 

入控除税額（補助金返還相当額）        

 

金               円 

 

３ 添付書類 

  記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握 

できる資料、特定収入の割合を確認できる資料）を添付する。 

 

 

 

 

別記第４号様式 



 

 

 

 

 
申 出 書 

 

 

 このたび申請する令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業につき

ましては、令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事

業者）交付要綱３に基づき、以下のいずれの事業にも該当しませんので、その旨申し出ます。 

 

 

・他の機関から委託、助成又は補助を受け実施する事業 

・全部又は主要な部分を第三者に委託し実施する事業 

・第三者に資金を交付することを目的とした事業 

・備品購入費が大部分を占める事業 

・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体

が行う事業 

 

 

 

 

東京都知事 殿 

 

            （元号）  年  月  日 

 

 

             （団体名） 

 

             （団体の所在地） 

 

             （役職・代表者名）           印 

別記第５号様式 



 

 

 

誓 約 書 

 

 

 

東京都知事  殿  

 

 

令和５年度新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金（民間事業者）交付要綱（以下

「要綱」という。）６の規定に基づく補助金等の交付の申請を行うに当たり、当該申請により補助金等の交付

を受けようとする者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成

員を含む。）が東京都暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同

条第４号に規定する暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当し

ないことをここに誓約します。  

また、この誓約に違反又は相違があり、要綱１５(３)の規定により補助金等の交付の決定の取消しを受け

た場合において、要綱１６の規定に基づき返還を命じられたときは、これに異議なく応じることを誓約しま

す。  

あわせて、知事が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされ

ることに同意します。  

 

 

 

  年  月  日 

 

 

住 所   

 

 

 

 

氏 名                                        

 

 

（注）法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、団体名称、代表者の役職及び氏名を記入する
こと。 

 

  

＊ この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。  

 ・ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者  

 ・ 暴力団員を雇用している者  

 ・ 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者  

 ・ 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者  

 ・ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

別記第６号様式 


